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日本における官に対する不信の解消や進みつつある市民社会の実現のためには、行政と市民の情報共

有を実現するための情報システムが必要である。筆者らはそうした情報システムの一つとして公的営造

物トレーサビリティシステムを提案し、実現に向けて研究を進めている。 

本論文では、そのシステムに求められる要件について、現在の日本における情報取得環境とそれに関

する行政と市民の意識について考察する。次にシステム実現のために行った関心事調査について述べ、

市民の日常生活における公的営造物情報への興味に関する知見を示す。最後に、システム使用時の興味

喚起効果と情報の認知度を把握するための試用実験について述べる。 
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1. 背景と目的 

 

情報化社会の進展に伴い、人々は自らに関与する

情報の積極的な公開を要求しつつある。こうした中、

越水ら1)は公的主体のアカウンタビリティの概念整

理を行い、意思決定段階までふみこんだ情報公開が

必要であることを示している。また土木学会におい

ても、無名性の伝統からの脱却のため土木構造物に

銘板を設置することが推奨されるようになってきた

2)。 

 しかし、民と官の間の情報の取り扱いに対する意

識の違いが浮き彫りとなりつつある。先の震災に伴

う原子力発電所事故に関しても、緊急時迅速放射能

影響予測ネットワークシステム（SPEEDI）による

試算値がなかなか公表されなかった 3)。一方、

Transparency International によると、日本の公的

機関の「清潔度」は2010年度において178カ国中17

位である4)。そのため、日本においてはそのシステ

ムよりも、情報伝達に問題があると思われる。 

市民の判断を積極的に行政に取り入れるいわゆる

市民社会を考える上では、多くの情報を提供するこ

とが必要となる。土木分野に関していえば、費用便

益などの構造物に直接関わる情報や、構造物が建設

されるに至った経緯なども判断材料としては有用と

なる。こうした情報を手軽に現場で取得することを

可能とするシステムとして、松本ら5)は公的営造物

トレーサビリティシステム（営造物 TS）を提案し、

実現に向けて研究を進めている。 

 以上の背景のもと、本研究では税金が財源となる

公的営造物にかかる情報に着目する。今後必要と考

えられる日常的な情報提供を想定し、市民の興味を

喚起し自発的な情報収集を促すための具体的なシス

テム像を明らかにすることを目的とする。 

2章において、現在の市民が情報を受け取るため

の環境について総括的に俯瞰し、整理する。また3

章では行政職員・市民両者の意識に焦点を当て、望

まれる情報システムを考察する。4章では前章まで

の結果をふまえ、営造物 TS の意義と期待される効

果について述べ、実現に向けて明らかにすべき事項

を示す。5章では市民の日常生活における興味対象

を探るための新たな実験手法とその結果について述

べる。6章では効果評価測定と営造物情報の認知度

把握を目的とした、営造物 TS を用いた試用実験に

ついて示す。 
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2. 日本における情報管理と取得環境 

 

(1) 行政の情報管理に関する法律とその運用 

情報化社会の進展につれ、法整備も進んでいる。 

2001年には「行政機関の保有する情報の公開に関

する法律」（以下、情報公開法）が施行された6)。こ

れにより、市民はこれまで行政体内に閉じられてい

た行政文書の開示を請求できる権利を得た。また、

補則ではあるものの第二十五条において「行政機関

の保有する情報の提供に関する施策の充実」が示さ

れ、能動的に情報提供施策の充実に努め、アカウン

タビリティを確保すべきことが明確に示されている。 

しかし、政府の諸活動の説明責任と国民の的確な

理解と批判を促すことを目的とした同法の目的は達

成されているとは言い難い。公開請求の大半は営利

目的であることが多くの既往文献7)で指摘されてお

り、松本ら8)の行った行政ヒアリングにおいても同

様の状況が確認された。目的と運用の不一致が起こ

る理由としては、国民側に開示請求の負担を強いて

いることが考えられる。 

 2005年には「個人情報の保護に関する法律」が施

行された9)。個人情報保護関係五法の一つである「行

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」で

は、“行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の

権利利益を保護すること”が目的とされた。しかし

当該法では、対象とする情報が広すぎるため、組織

や企業の活力や効率を削ぐ結果になるとの問題が指

摘されている10)。また行政の匿名主義を助長してい

るとの指摘もあり、情報公開の流れと反していると

批判されている。なお当該法内では、「プライバシー

権」、「自己情報コントロール権」は触れられていな

い。 

2011年には情報公開法と同じく説明責任を果た

すことを目的の一つとした「公文書等の管理に関す

る法律」（以下、管理法）が施行されている11)。管理

法の前提となった「公文書管理の在り方等に関する

有識者会議における最終報告」12)においては、公文

書の意義として“民主主義の根幹を支える基本イン

フラであり、過去・歴史から教訓を学ぶとともに、

未来に生きる国民に対する説明責任を果たすために

必要不可欠な国民の貴重な共有財産”と示されてい

る。また“文書の追跡可能性（トレーサビリティ）”

を確保すると書かれている。 

これまで公的文書の管理においては後進国であっ

た日本においては、行政の持つ情報は市民のもので

あるとの意識を行政・市民両者に根付かせる必要が

あろう。また、情報そのものの存在をより積極的に

示していくことが望まれる。 

(2) 建設現場における取得可能情報の現況 

 建設業法第40条により、建設業者は工事現場にお

いて公衆の見やすい場所に建設業の許可票を掲げる

ことが義務付けられている。許可票には業者名の他、

代表者や主任技術者の氏名など責任者を特定できる

情報が表記される。また、同法第24条では、一定規

模以上の下請け契約がある場合について、施行体系

図の作成と掲示が義務付けられ、施工の分担関係を

明らかにすることが求められている。 

 また工事施工の開始前においても、建築計画の事

前公開に関する指導要綱に基づき、建築計画を記載

した看板が設置される事例がみられる。そこには建

築主のほか、設計者に関する情報として会社名や電

話番号が記される。構造に関しても詳細に示され、

敷地面積や建築面積、立面図などの情報が記される。 

 最近では、掲示が義務付けられた情報以外にも、

自主的な情報提供がみられる。例えば、作業を行う

主任技術者の顔写真の掲示があり、これは顔が見え

ることが望まれる現在の趨勢に合わせたものである。

同様の例は、日本航空による通路に航空機整備責任

者のプレートの設置や、食品分野での生産者情報の

提供などで日常的にみられる。 

 法律や指導要綱などにより掲示が定められた情報

項目を表-1中央列に法規として示す。また、何らか

の情報を提供する公的営造物貼付物の事例約50件

より、まとめた自主的な提供情報を同表右列に示す。 

 電柱や信号機では銘板がみられることはあるもの

の、それらは管理用に設置されているものであり、

市民への情報提供は想定されていない。また、大規

模構造物や橋においては、管理目的の情報の他にも、

来歴や構造を記した銘板が付されることがあるが、

その数は多くない。そして、これらの情報は、工事

が終わるとアクセス出来なくなるのが通常である。 

 

 (3) 近年の行政の情報提供システム現状 

 1990 年代半ばより、行政の情報提供方式は紙ベー

スの広報誌を主としたものから、パソコンとネット

ワークシステムの普及によるものに変化しつつある。

それに伴う大きな変化としては、オープン化と双方 

 

表 1 各建設段階における掲示情報 

 

法規 自主

建設前

建設中
事業目的,進捗率,
施工者連絡先,作業予定
技術者顔写真

建設後
管理番号,施工業者
来歴,構造[橋,大規模構造物]
塗装記録[歩道橋]

建築主,設計者
工事施工者,立面図
構造,工事期間
現場管理者 など
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向性を挙げることができる。本節では各々の現状を

整理する。 

 これまで専門家のみがアクセスしていたような情

報のオープン化として、例えば土砂災害情報をオー

プンシステムとするなどの取り組みがある13)。こう

した取り組みでは市民の自主的な情報取得を期待す

るだけでなく、積極的な働きかけが行われ、土砂災

害防止月間をはじめとするイベントの実施や、 パン

フレット配布・県民だより・TV 放送・県ホームペ

ージでの広報が行われている。 

次に、双方向性コミュニケーションシステムにつ

いてみる。対称性の双方向性コミュニケーションは、

情報発信者とパブリックの相互理解を目的とした手

法として有用である。行政を対象とした調査14)では、

役所のホームページ内において「住民の声・提言・

苦情を受けて，行政が回答するページがある」との

回答が56.7％に上る。しかしながら一方で「双方向

コミュニケーション機能は持っていない」との回答

も26.0%あり、特に都市の規模が小さくなるに従っ

てその割合も増える傾向にある。先進的な事例とし

ては、インターネット上で誰もが自由に投稿できる

ウィキペディアの仕組みを活用し、市民の情報発信

を積極的に取り入れている事例がある15)。 

オープン化された情報へ接触することで、市民は

普段抱いていた曖昧な思いを自らの意見として固め

ることができる。さらに、そこで生まれた細やかな

気づきや意見は貴重な知識であり、余すことなく掬

い取ることは有用である。また接触の際には、その

機会を一度に留めず、次の機会につなげるための興

味喚起を促すような情報提供方法が重要である。 

これらは、無償かつボランタリーな活動を促進す

るためにも重要である。こうした活動は今後より増

えることが見込まれる。なぜなら、近年の緊縮財政

により隅々にまで手が回る行政を期待することは不

可能だからである。これは特に地方自治体において

顕著である。一方でこうした活動を通じることによ

り、市民の行政活動への理解が期待できる。 

 

 

3. 土木行政における情報提供と行政・市民の

意識 

 

本章では、土木分野における情報の意義について

既往研究の成果を整理し、本研究の狙いを明らかに

する。また、行政・市民両者の情報授受の意識に着

目し、その現状を把握することで望まれる情報シス

テムの具体化のための考察を行う。 

 

(1) 土木分野における情報の意義 

 近年では、土木計画分野において多くの Public 

Involvement（PI）の事例が報告され、そこでは PI

導入時において市民へ提供される情報の重要性が認

識されている16)。また理論研究においても、インフ

ラ整備のように行政と個人のコミュニケーション間

における情報の重要性がうたわれている。越水ら1)

は、行政と個人間での主観的コミュニケーションゲ

ームを用い、認識体系の違いがもたらす問題を明ら

かにしており、“行政の説明するプロジェクト案の提

供特性が個人の認識できる理解特性に翻訳され、両

主体の間で認識の共有化が図られなければならない”

と述べている。 

時苗17)は、土木における情報の意義と役割につい

て、特に建設プロセスに即して考察し、整理してい

る。また積極的な情報公開施策として push 型情報

提供に関する研究も進められており、先に示した土

木構造物に添付する銘板の情報項目2)や、市民理解

を得ることを目的としたパンフレット作成に対する

指針がまとめられている18)。 

本研究では pull 型の情報提供に主眼を置き、また

特定の課題発生時ではない平常時における情報提供

に着眼する。 

 

(2) 情報提供に関する行政職員意識 

情報の伝達段階における意識をみる。全国の自治

体を対象とした調査では、行政用語をわかりやすく

伝えることの必要性は約8割の職員が認識しており、

特に住民に話すときに最も気を付ける必要がある専

門用語が挙げられている14)。過去のデータがなくそ

の変化は不明であるが、より分かりやすい言葉を使

おうとする意識が職員にはある。 

次に、住民意識の把握に関する意識をみる。金沢

大学の社会学研究室によると、住民意識調査はほと

んどの自治体が行っているが、調査に多くの手間を

感じている19)。また、調査によるニーズ把握もしく

は住民参加のアピールに一定の効果があると考えて

いる自治体職員は多いが、行政の現状を啓発できた

と考えている人は尐ない。十分な現状啓発は意識調

査のみでは不可能だと考えられている。 

 情報の提供に関する行政職員の意識を調べた研究

は尐ない。松本ら8)が行った行政ヒアリング調査で

は、今後の情報公開に係る指針として「何も請求し

なくても知ることができる状況を増やしたい」や「ふ

らりと立ち寄って情報を知ることができるような環

境整備」が挙げられた。情報の公開度が高い自治体

においては、全ての情報を公開前提で行うことで職

務のやりやすさを感じているとの声も聞かれている。 
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(3) 公的情報に対する市民意識 

土木事業への批判意識は実証研究によって示され

ている。日本版 General Social Survey を用いた研

究では、土木事業は「所得税負担感」と強い関連が

あることが示されており、他に所得税負担と正の相

関を示したのは、海外援助の項目のみであった20)。 

 企業の社会的責任に対する意識調査によると、「建

設・土木・住宅・プラント」の果たすべき社会的責

任に関して、「価値ある製品・サービス」が38.9％、

「健全な経営」が25.3%、「環境対策」が29.5%と他

企業と比して意見が分散している21)。択一式回答を

考慮すると、土木分野では多様な社会的責任が望ま

れていると考えることができる。 

 こうした状況に対して、市民の行政に対する情報

ニーズを考える。先に示した、公文書管理の在り方

等に関する有識者会議の最終報告12)では、一般の国

民や海外からの利用が十分とは言えないことが示さ

れている。また先に述べたように現況の情報公開制

度において、営利目的以外での利用者は尐ない。 

 しかし一方、社会資本の整備に関する世論調査22)

では、「住宅周辺の道路」に関して満足47.1%、不満

51.2%、「国道などの幹線道路」に関して満足54.6%、

不満35.3%という結果が出ており、施策に対して意

見を持っていることが覗える。また、松本ら23)の公

的営造物の情報を提供するためのトレーサビリティ

システムを用いた試用実験においては、安全に係る

情報や費用に係る情報を始め、多様な情報に対して

市民の興味が存在することが示されている。 

こうした結果を統合的に考えると、興味や意見は

持っているものの、情報を取得するためのアクセス

がない、意見を述べる場所がない、という現状を覗

うことができる。これらの市民ニーズに答えるには、

メディア論を専門とする社会学者、佐藤卓己が述べ

るように、“普通の生活者は、自分の利害に直接かか

わらない公共的問題の討議より、友人家族との団欒

や趣味の楽しみを優先する。その上でなお政治参加

が国民的義務であるというのであれば、時間を節約

する参加方法が考えだされねばならない”24)。 

 

 

4. 行政と市民の情報共有のための公的営造物

トレーサビリティシステム 

 

(1) 公的営造物トレーサビリティシステム概要 

 図-1 に松本らが提案している営造物 TS の概要を

示す。日常的に接する土木構造物に関連する情報を

その場で知ることを可能とすることを重視し、情報

表示のユーザ機器としてはケータイ（web ブラウザ

 

図1 公的営造物ＴＳの仕組み3) 

 

機能など多機能搭載型携帯電話の意）を想定する。

これを用いて土木構造物に貼付された表示板に記さ

れた QR コードを読み取ることで対象物に関する情

報へアクセスする。これにより問題意識もしくは疑

問が生じたその場において情報を得ることが可能に

なる。また表示板には対象物の簡易情報も示し、ア

クセスを促すとともに情報提供の意思を表示する。

またオンサイトにおいて抱いた疑問を後々確認する

ことも当然想定されるため、自宅のパソコンなどか

らも同様の情報を得ることができるシステムとする。 

 図-1では情報提供側として行政から市民への情報

の流れのみを示しているが、市民からの情報提供も

想定している。閲覧ページに意見を書き込むことが

できる箇所を設置することで、日常的に疑問点や改

良に関する意見があればその場で意見を発信するこ

とが可能になる。サービス利用者や納税者との情報

交換を随時図ることは多くの論文1)で必要とされて

おり、本システムはそれらを実現する一手法として

有効である。また、提供する情報に関しては、市民

の理解を助けるための適切な加工・精製を行ったう

えで提供することを想定している25)。これらの市民

向け情報提供システムを公的営造物 TS とする。 

 

(2) 営造物 TSにおいて期待される効果 

 本システムにおいて期待される効果を以下に示す。 

1) 市民の行政活動に対する興味喚起 

 これまで知ることのなかった行政内部の情報に対

して、市民の一定の興味が存在すると想像できる。

また一つの営造物の情報を知ることで、他の営造物

はどうなのか、というように興味が広がっていくこ

とが考えられる。こうした興味歓喜の結果として、

PI への参加意識が向上することなども期待できる。 

2) 行政隊に対する信頼感情勢 

 行政市民間においてガバナンスが健全に機能する

対象物への
アクセス要求

ケータイ

ＱＲコード付
表示板市

民

簡易情報

ＱＲ
読取

詳細
情報

公的営造物ＤＢ

変換情報表示

トランスレータ

ＰＣ
市

民 詳細
情報

トランスレータ

On-site

Off-site
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ためには信頼形成されていることが前提となる1)。

提示された情報をみることによる効果のみならず、

積極的に情報を提示する姿勢に対しても信頼感を持

つことが考えられる。 

3) 実証的思考法の推進 

 自らの目で見て自ら判断するという思考法、すべ

ては証拠（エビデンス）をもって判断するという態

度を根付かせるための基礎づくりとして、市民が考

察するための材料を提供することが可能になる。ま

た、市民の自発的活動をより活発にすることになり、

「行政の持つ情報＝市民の情報」という意識が根付

くことが期待できる。 

4) 行政体内部のガバナンス 

行政職員自らが作成した情報が開示され公衆の目

に触れられることにより、規律意識を高めることが

期待できる。加えて、職業人としての矜持や誇りが

醸成されるこことも期待する。 

 

(3) 実現に向けて明らかにすべき事柄 

 本研究において提案する営造物 TS では即地・即

時的に情報を取得することを重視している。先に示

した営造物 TS 試用調査23)において市民の情報ニー

ズは確認されているが、街中における公的営造物に

対する情報ニーズは不明である。またニーズがある

とすれば、対象となる営造物とそれに対応して必要

とされる情報の種類に関する知見を把握することで、

より効果的な情報提供システムが実現できる。これ

らを明らかにするために行った日常生活における関

心事調査について5章にて示す。 

 次にシステム実現により期待される効果に関する

知見は、システム評価という観点から重要である。

前節で市民側の効果として3点を示したが、このう

ちの興味喚起効果は、その他の効果を生み出す出発

点として最も重要である。また情報提供システムに

おいては、最終的に使用者が使うユーザインターフ

ェース（UI）が重要となる。TS の画面構成はもち

ろんのこと、情報入手のためのトリガーとしての

QR 表示板のデザインなども、市民にとって最適な

ものを準備することが重要である。これら興味喚起

効果と UI に関する試用実験について6章にて示す。 

 

 

5. 公的空間での日常生活上の関心事調査26) 

 

(1) 関心事調査の概要 

情報提供システムにおいて、情報の受け手となる

市民の情報ニーズの把握は重要である。しかし通常

のアンケート調査では、日常生活を送る中で抱いた

僅かな関心や気付きを詳細に把握することは困難で

ある。そこで被験者が日々感じる意識や疑問、また

その対象の把握を目的とした関心事調査を行う。 

被験者には説明会において、街中において気にな

ったものや疑問に思ったものを自らのケータイで撮

影するよう指示を行う（STEP1）。なお撮影した場

所を記録するため、撮影の際には GPS 情報の添付

を依頼する。もしケータイの操作に不慣れな被験者

がいれば GPS 機能付きデジタルカメラを貸与し、

同様の撮影を行わせる。説明における注意点として、

1日10枚以上、極力毎日の撮影を依頼する。また、

屋内での撮影と乗り物や人物など移動するものの撮

影は行わないように指示を行う。 

説明会終了後、被験者は普段の生活を続けながら

の撮影を1～2週間行う（STEP2）。撮影期間が終了

すると撮影したデータを提出させ、それらの画像を

見ながら撮影対象や撮影理由について対面式ヒアリ

ング調査を行う（STEP3）。 

 

(2) 調査結果の概要 

 調査結果の概要を表2に示す。実験には20名の被

験者が参加した。このうち、1日しか写真を撮らな

かった被験者と写真を撮った記憶がほとんどなかっ

た被験者の2名分を除き、18名分のデータ（被撮影

対象物件数1884件）を用いて以降の分析を行う。 

 各被験者の総撮影枚数と一日当たり撮影枚数（分

母となる日数は実撮影日数）の分布を図2に示す。

No.14の被験者が突出して多くの撮影を行っている 

 

表 2 連続行動調査結果の概要 

 

 

 

図2 各被験者の総撮影枚数と一日撮影枚数（NET） 

期間 2010年12月2日（木）～2011年1月28日（金）

被験者数
20名（内データ使用18名）

延撮影日数196人・日

被験者年齢 20代2名,30代4名,40代5名,50代5名,60代2名

総撮影枚数 2597枚

被撮影対象物数 1884件
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以外は、ほとんどの被験者が1日当たり10～20枚の

撮影を行っている。また No.11、7の被験者に見られ

るように総枚数が尐なく一日当たりの撮影枚数が高

くなるのは、生活パターンにより撮影が不可能な日

があるために、実撮影日数が尐ないケースである。 

 

(3) 撮影対象の分類とその割合 

 市民が日常生活において関心を抱く対象を明らか

にするため、図3に示す様に撮影された対象物を分

類する。なお同一の対象に対して複数枚撮影された

ものは省いており、これ以降の記述においては撮影

枚数ではなく被撮影対象件数を示す。なお、網掛け

の項目は営造物 TS の対象と想定するものである。 

 各分類の割合を図4に示す。最も多いのは「移 

動設置物」の22%、次いで「商業施設」の19%とな

っている。「移動設置物」のうち大半は広告や看板で、

「商業施設」では飲食店が多かった。元々目を引く

ように作られていることから件数が多い。次いで「固 

定設置物」が16%であり、撮影対象にはモニュメン

トや花壇・植樹・遊具などが多い。 

また橋や道路などの土木構造物である「道路本体」

は6%であり、「交通関連設置物」と同様に市民の興

味が尐なからず向けられていることが確認できる。 

 

 

図3 撮影対象物の分類項目 

 

 

図 4 撮影対象分類毎の物件数割合 

(4) 市民の街中における疑問と不満の意識 

 本節ではヒアリングの際に挙げられた撮影理由の

内、「疑問がある」と「不満がある」という回答に着

目する。なお、他の撮影理由としては、外観が面白

い、文字が面白い、被験者が対象物をよく知ってい

る、観光名所の記念、などがある。 

 撮影理由が“疑問”である対象物は全304件であ

る。それらを撮影対象別に分類し、撮影対象と疑問

意識との関連を見る。図5に対象分類毎の疑問件数

を棒グラフで、その件数を各分類物件数で除したも

のを線グラフで示す。さらに疑問件数は、不満を持

っているものと疑問のみのもので分類している。こ

こでは疑問件数が10件以下のものは省いている。 

「固定設置物」に対する疑問が最も多く、次に「移

動設置物」と「商業施設」が多い。営造物 TS では

土木構造物と公的施設を対象と想定していたが、他

にも行政が管理している固定設置物であるモニュメ

ントや花壇・植樹、街灯や電柱にも情報ニーズが存

在し、情報提供が必要であることが確認できる。 

一方、疑問割合を比べると「道路本体」「交通関連

設置物」「公的施設」といった項目が上位に来る。ま

た「工事（建築物）」は変化中のイベントであり、他

と比して突出して高い値をとっている。 

また、不満の気持ちを持っている際の疑問は特に

解決の必要が高いと考えられる。この中では、特に

「道路本体」における値が大きい。そのため疑問の

内容も、この歩道橋はなぜ建てられたのか、どうし

てこんな道路を作ったのか、といったような意見が

目立つ。これらは問題収集の装置として営造物 TS

を活用できる可能性を示している。 

一方で移動設置物や商業施設では不満意見付きの

疑問はほとんど見られない。そのため疑問の内容も、

この店は売れているのか、このマークは何を意味し

ているのか、といったように軽度の疑問が多かった。

これより、公的なものと私的なものでは、公的なも

のに対する疑問の方が解決の必要性が高い。 

 

 

図 5 対象物毎の疑問件数と疑問割合 
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6. 市民の興味喚起を促す情報把握のための

TS試用実験 

 

(1) 試用実験の目的 

 この実験において明らかにしたいことは3つに分

類される。1.市民の興味喚起効果、2.公的営造物 TS

の UI（ユーザインターフェース）評価、3.市民の営

造物情報についての認知度把握、である。 

 1に関しては、本システムが日常的な情報提供シ

ステムであることから、特定の PI 実施時などを想

定せず、日常的に市民の興味を高めるために必要な

情報を探る。2に関しては全章の関心事調査の結果

も踏まえ、主に情報の構成に関して実際にシステム

を操作させることにより評価する。3では市民と行

政の認識ギャップを埋めるための基礎的データとし

て利用することを想定し、情報の認知度を測る。 

 

(2) 試用実験の概要 

 最初に営造物 TS の概要を説明する（STEP1）。

この際、営造物 TS の目的・期待される効果に関し

ては言及せず、被験者に事前教示は行わないよう注

意する。システムの試用に関しては、街中において

被験者が発見したという想定で実験を行う。 

 説明後、webページを自由に閲覧させるとともに、

全ての操作ログを記録する（STEP2）。また閲覧中

気になったことがあれば自由に発言させ、音声デー

タとして記録する。必要があれば被験者の質問にも

答える。 

 閲覧が一通り終了すると、実験中気になった点に

関してヒアリングを行う（STEP3）。その後、UI に

ついて改善点も含めて評価させる（STEP4）。最後

に情報の認知度に関するアンケート票を記入させ、

実験を終了する（STEP5）。 

実験結果については、web ページの閲覧ログ・発

話プロトコル・ヒアリングデータの3点より総合的

に考察する。なお、本来はケータイでの閲覧を想定

しているが、本実験の目的からすると使用機器の違

いは考慮せずともよく、接続の待ち時間や効率化の

ため閲覧には PC を用いる。 

 

 (3) 実験に用いる TS 

実験で用いる web ページは先の試用実験時のも

のをベースとし、指摘された改善案に即して改善し

たものを用いる。web ページの項目一覧を表3に示

す。また、前回実験時は公的施設として地区会館を

対象としたが、本実験では対象となる営造物の幅を

限定しないことを目的として、より土木構造物的な

もの（橋や道路）などに関するページも作成する。 

表 3 web ページの項目一覧 

 

 

(4) 実験予定 

 実験は2011年10月に実施予定であり、本論文投稿

時点の8月現在、その準備作業を鋭意進めていると

ころである。実験で得られた知見に関しては、11月

の発表時に報告する。 

 

 

7. 研究のまとめと今後の展望 

 

本研究では著者らが提案する公的営造物トレーサ

ビリティシステムに関して、日本における公的営造

物の情報取得環境と行政・市民の意識からその意義

と役割を明らかにした。またその実現に向け、街中

における関心事調査を行い、日常生活における公的

営造物に対する情報ニーズが他の構造物よりも高い

ことを示した。また、土木行政への興味喚起効果と

情報の認知度の把握を目的とする、実システムに近

い環境での営造物 TS 試用実験の概要を示した。実

験結果は発表時に報告するが、市民の興味を喚起す

る具体情報を示すことができると考えている。 

 今後の展望としては、行政が伝えたいと考えてい

る情報を把握し、市民が望む情報との具体的な相違

点を探ることを検討している。また時代とともに変

わってゆくであろう市民にとっての行政情報の意義

について考察していきたい。 

 

ページ名 記載項目

基本情報
＜施設名称＞＜システム番号＞＜所在地＞
＜市設用途＞＜設置団体＞＜管理団体＞
＜施設外観＞＜周辺地図＞

建物情報

＜建築年度＞≪階数≫＜構造＞
≪敷地面積≫≪建築面積≫≪延床面積≫
＜建築社＞＜設計社＞≪特別な意匠≫
＜設計図＞＜増改築工事の履歴＞

費用情報

○維持にかかる費用
≪年間維持費用≫≪電気代＞≪ガス代≫
≪水道代≫≪電話代≫
○建設にかかる費用
＜建築費用＞≪土地取得費用≫
＜費用負担の内訳＞≪その他費用≫

受益情報
＜利用者数＞≪利用時間≫＜受益者＞
≪受益人数≫＜建設の経緯＞＜利用者の声＞

安全情報

≪耐震改修年度≫≪災害対策施設≫
≪耐震診断方法≫≪Is値＞≪q値≫
≪建築基準法12条による整備対象≫
≪事故の履歴≫

その他
  情報

○バリアフリー情報
≪エレベーターの有無≫
≪身障者用トイレ≫≪身障者用駐車場≫
≪点字ブロック≫≪点字プレート≫
○関連情報
≪併設施設≫≪賃貸施設の有無≫

注：＜＞は共通項目　≪≫は営造物毎に記載の有無が異なる
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